
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和７年４月１６日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和７年４月１６日（水）午前9時30分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

道路課 小島課長、鵜野副主幹 

３ 件名 

白井市道修繕計画（第三次）の策定について 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

■ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

 

・事業費の内訳は国費と地方債があるので、一般財源は一割程度となるのか。 

 →そのとおり。 

・令和７年度が二次計画の最終年度であり、三次計画の初年度となる理由は。 

→令和７年度の修繕工事は第二次計画に則り行うこととなるが、令和８年度から３次

計画に則り国の交付金を活用して修繕工事を行うため、国への要望を令和７年度中に

行う必要があることから、令和７年度は２次計画の最終年度であり３次計画の初年度

としている。 

・第二次計画の事業進捗率は２４．４％だが修繕出来ていない箇所の対応は。 

→遅れている部分は、パトロール等を行い、部分的に補修を行うなどの対応をしてい

る。 

→第二次計画で修繕出来なかった部分も包め、第三次計画を策定している。 

・修繕対象延長の１６．６ｋｍとは、各路線としての延長なのか。 

→各路線の全延長ではなく、各路線について１００ｍ毎に路面の状態を計測しおり、

計測結果で修繕が必要と判断された延長の合計が１６．６ｋｍとなる。 

・第二次計画と第三次計画を比べると、修繕対象延長と工事費の増加割合が異なるのは

なぜか。 

→工事費については、資材価格や人件費等の物価が上昇していること、第二次計画で

実施できなかった箇所について、健全度がＤからＥに変わったこと等が増額要因とな

っている。そのため修繕対象延長と工事費の増加率は異なっている。 

・今後のスケジュールに令和８年度の予算措置とあるが、令和12年度までの予算措置な

のか。 

 →令和8年度について単年度分の予算措置となる。 

・修繕の進め方としては、健全度Ｅから実施するのか。 



 →健全度Ｅを優先して修繕を行うことで考えているが、ＤとＥが混在している路線

もあるため、Ｅのみでの実施は難しい。 

・路線の重要度算出の諸元項目は、各項目で優先度は異なるのか。 

 →項目ごとに優先度が異なり、大型車交通量の優先度が一番高くなっています。 

・第二次計画の進捗率２４．４％にとどまっている主な要因は、財源か職員数か。 

→財源となる国の交付金が要望に対して交付率が低いことや、事業量に対する職員数

が不足していることも要因となっている。 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第２号様式（第４条第５項関係）

年 月 日

件　　　名

内容

部内会議や関
係課等との調
整結果（主な意
見・懸案事項）

項目

条例規則

議会説明

市民参加

報告書公表□ □ □ ■ （

案件提出
事由

関係法令等

関係課

事業費

カテゴリー

部課名 都市建設部　道路課

令和 7 4 16

報告書（行政経営戦略会議）

今後の
スケジュール

令和７年度　国費要望等、令和８年度の予算措置
令和８年度から第三次計画に基づき修繕実施

有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

有  行政運営報告（R7.5月） 広報・ＨＰ等 有  市HP（R7.5月）

無

無

白井市道修繕計画（第三次）の策定について

　市では、舗装修繕工事を計画的かつ効果的に実施するため、平成２７年度に市道
修繕計画（第１次）を、令和２年度に市道修繕計画（第２次）を策定し、計画に基づく修
繕に取り組んでいるところである。
　第２次計画期間が令和７年度をもって終了することから、舗装の状況調査等を行
い、計画の見直しを行うものである。

第二次計画に対する令和６年３月末時点の進捗率は24.4%にとどまっている。
修繕の実施については、現場の状況や地元等からの要望も踏まえ、国の交付金を活
用しながら進める必要がある。

部分非 時限非 行政運営報告

報道発表 無

まで）公開 非公開

都市・交通 手段 大規模修繕・工事

参考情報

エ　策定した各種計画の概要

道路法

2,007,642千円（うち国費　1,003,821千円、地方債　903,438千円）

年代 全ての年代 場所 市内全域 目的

第２次計画 第３次計画

計画期間
令和２年度（2020）から
令和７年度（2025）まで（６年間）

令和７年度（2025）から
令和１２年度（2030）まで（６年間）

市道延長 ３１０，８７９ｍ ３４３，６４５ｍ

計画対象延長
【１・２級市道】

５７，７１３ｍ ５６，２４１ｍ

修繕対象延長
【D判定以下】

１２，３３６ｍ １６，６００ｍ

工事費 ８７６百万円 ２，００７百万円

※　設計費は含まない


















